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会     議     録 

行 田 市 教 育 委 員 会   令 和 ４ 年  第 １０ 回  ９ 月 定 例 会 

招集年月日 令和４年９月２２日（木） 開会場所 
 行田市産業文化会館 

   ２Ａ会議室 

開閉の時刻 

及び宣言者 

 開会 ９月２２日（木） 午後 ２時００分   教育長職務代理者 鹿山 高彦 

 閉会 ９月２２日（木） 午後 ２時２０分   教育長職務代理者 鹿山 高彦 

 教育長 齋 藤  操 教育長職務代理者 鹿  山 高  彦 仮議長  

 席次番号 
出席の教育長 

及び委員氏名 
摘       要 

１  齋 藤  操欠席 

２ 鹿  山 高  彦  

３ 飯塚 千十世  

４ 大 澤 惠 子  

５  大  竹 洋  平欠席 

議  事  参  与  者 書     記 

教育部長            小池 義憲 

教育部次長           福原 智 

教育部次長 

 兼教育指導課長        石﨑 昌稔 

教育総務課長          長島 浩司 

学校給食センター所長      小林 誠 

生涯学習スポーツ課長      野口 啓司 

文化財保護課長         中島 洋一 

教育文化センター所長 

兼中央公民館長        新井 大 

図書館長 

 兼視聴覚ライブラリー館長   柿沼 誠 

教育部副参事          岡部 将弘 

教育支援センター所長      田口 範幸 

郷土博物館主査         浅見 貴子 

 

 

書 記 長   長島 浩司  

書記次長  横田 嘉織 

書記    久積 史明 
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 会議事件名 顛           末 
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議案第８２号 

行田市公立学校通学区域に

関する規則の一部を改正す

る規則について 

 

 

 

 

 

 

    市民憲章唱和（省略） 

 

教育長職務代理者 

  本日は、教育長が欠席であるため、私が議長を務めさせてい

ただく。 

 また本日、大竹委員が欠席となっているが、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第１４条第３項に規定する定足数で

ある過半数に達しているので会議は成立する。 

今回は、議案１件及び報告１件である。 

すべて公開としてよろしいか。 

 

  【全委員承認】 

 

教育長職務代理者 

日程に先立ち、８月定例会の会議録について事務局に報告を

求める。 

 

書記次長 

８月定例会会議録報告 

 

教育長職務代理者 

 何か意見等はあるか。 

 

【全委員承認】 

 

教育長職務代理者提案、書記次長議案朗読 

 

教育総務課長 

本案は、太田西小学校及び太田東小学校の学校再編成に伴う

通学区域の変更並びに自治会など地域の要望に基づく通学区域

の変更及び用語の整備を行うため、規則の一部を改正しようと

するものである。 

なお、この「行田市公立学校通学区域に関する規則」について

は、小学校に就学する児童又は中学校に就学する生徒、もしく

は他の自治体からの転入者について就学すべき学校の指定を規
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定するものであり、本規則改正の規則施行日において、すでに

学校に在籍している児童生徒については、引き続き現在の学校

への在籍を認めるものである。 

施行期日については、令和５年４月１日とするものである。 

また、本案に関する通学区域の変更については、令和４年３

月１７日及び令和４年６月３０日に開催した行田市公立学校通

学区域等審議会において説明を行い、承認いただいていること

を申し添える。 

 

教育長職務代理者 

  何か意見等はあるか。 

 

飯塚委員 

  学校再編成に係る部分は、スクールバス運行が開始されるが、

引き続き、安全に登校できるようお願いする。 

 

教育総務課長 

  保護者には、早めに説明するなど、子供たちが安全に登校で

きるよう努める。 

 

大澤委員 

  自治会や地域からの要望とは具体的にどのようなものか。 

 

教育総務課長 

  柳坪自治会は自治会内で北小と見沼小に分かれている学区を

北小に、富士見東部自治会は桜ケ丘小と東小学校区に分かれて

いる学区を桜ケ丘小に、指定校変更の実態に合わせ学区を統一

する要望、また、行田地区については、忍小卒業後の進学先が忍

中と行田中に別れるものを忍中に統一する要望があった。 

  これらは、児童生徒数などにあまり影響がないものと考える。 

 

教育長職務代理者 

  保護者と地域の意向に沿って変更するものと考えてよいか。 

 

教育総務課長 

  そのとおりである。 
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報告第１号 

教育委員の任命について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全委員承認】 

 

教育長職務代理者提案、書記次長議案朗読 

 

教育総務課長 

  鹿山委員においては、来る９月３０日に３期目の任期満了を

迎えられることから、鹿山高彦氏の教育委員の任命について、

９月定例市議会に議案を上程したところ、９月６日に開催され

た本会議において、再任の同意が得られ、行田市長から任命さ

れたので報告するものである。 

 

教育長職務代理者 

  何か意見等はあるか。 

 

  【特に意見等なし】 

 

教育長職務代理者 

  《あいさつ》 

 

教育長職務代理者 

  以上で本日の定例会を閉会とする。 
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 そ の 他 特 に 重 要 と 認 め る 事 項 

 

１ 次回定例会開催予定日  令和４年１０月２０日（木） 午後２時００分 

              行田市教育委員会 ２Ａ会議室 

 

 

 

 以上、顛末を記載して、その発言内容に相違がないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

 

   教育長職務代理者 

 

 

   委 員 

 

 

   委 員 

 


